
第２０条中「第３５条第２項」を「第３５条第３項」に、「ねこ」を「猫」

に改める。 

第２２条中「第５条第１項第９号」を「第５条第１項第１１号」に改める。 

第２４条中「第５条第１項第７号又は第８号」を「第５条第１項第９号又は

第１０号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年９月１日から施行する。 

 （川崎市動物愛護センター条例の一部改正） 

２ 川崎市動物愛護センター条例（昭和４９年川崎市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第３号中「及び猫並びにこれらに類する小動物」を「、猫及び川崎

市動物の愛護及び管理に関する条例（平成１２年川崎市条例第２１号）第１

２条の２第１項に規定する規則で定める動物」に改め、同条第４号中「引渡

し」を「譲渡し」に改める。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び管理に関する法律施行

規則の一部改正に伴い犬又は猫の引取りを拒否することができる場合を定める

こと、飼い主の遵守事項を追加すること、犬、猫等の動物の引取りに係る手数

料を改定すること等のため、この条例を制定するものである。 

議案第７０号 

 

川崎市老人福祉センター条例及び川崎市高津老人福祉・地域交流センタ

ー条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市老人福祉センター条例及び川崎市高津老人福祉・地域交流センター条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

            平成２５年 ６ 月 ３ 日提出 

                川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市老人福祉センター条例及び川崎市高津老人福祉・地域交流センタ

ー条例の一部を改正する条例 

（川崎市老人福祉センター条例の一部改正） 

第１条 川崎市老人福祉センター条例（昭和４１年川崎市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２項の表中 

「 

川崎市日進町老人福祉センター 川崎市川崎区日進町５番地１ 

川崎市さいわい健康福祉プラザ
川崎市幸区戸手本町１丁目１１番地

５ 

」 

を 

「 



川崎市さいわい健康福祉プラザ 
川崎市幸区戸手本町１丁目１１番地

５ 

」 

に改める。 

（川崎市高津老人福祉・地域交流センター条例の一部改正） 

第２条 川崎市高津老人福祉・地域交流センター条例（平成１７年川崎市条例

第７８号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

川崎市老人福祉・地域交流センター条例 

第１条中「川崎市高津老人福祉・地域交流センター」を「川崎市老人福祉・

地域交流センター」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 

川崎市かわさき老人福祉・地域交

流センター 
川崎市川崎区堤根３４番地１５ 

川崎市高津老人福祉・地域交流セ

ンター 

川崎市高津区末長１，０９８番地

１ 

別表中表の部分を次のように改める。 

種   別 

金   額 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９時～ 

12時

１時～ 

４時

５時～ 

９時 

９時～ 

９時

 

かわさき
 

4,500円 4,500円 6,000円 15,000円

 
区画しない

場合 
5,700円 5,700円 7,700円 19,100円



川崎市さいわい健康福祉プラザ 
川崎市幸区戸手本町１丁目１１番地

５ 

」 

に改める。 

（川崎市高津老人福祉・地域交流センター条例の一部改正） 

第２条 川崎市高津老人福祉・地域交流センター条例（平成１７年川崎市条例

第７８号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

川崎市老人福祉・地域交流センター条例 

第１条中「川崎市高津老人福祉・地域交流センター」を「川崎市老人福祉・

地域交流センター」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 

川崎市かわさき老人福祉・地域交

流センター 
川崎市川崎区堤根３４番地１５ 

川崎市高津老人福祉・地域交流セ

ンター 

川崎市高津区末長１，０９８番地

１ 

別表中表の部分を次のように改める。 

種   別 

金   額 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９時～ 

12時

１時～ 

４時

５時～ 

９時 

９時～ 

９時

 

かわさき
 

4,500円 4,500円 6,000円 15,000円

 
区画しない

場合 
5,700円 5,700円 7,700円 19,100円

ホ
ー
ル 

 

高津 
区
画
す
る
場
合 

ホールＡ 2,600円 2,600円 3,500円 8,700円

ホールＢ 1,200円 1,200円 1,600円 4,000円

ホールＣ 1,900円 1,900円 2,600円 6,400円

大
広
間
・
多
目
的
室 

かわさき
大広間 2,200円 2,200円 3,000円 7,400円

多目的室 800円 800円 1,100円 2,700円

高津 

区画しない場

合 
3,100円 3,100円 4,200円 10,400円

区
画
す
る
場
合

大広間 1,900円 1,900円 2,600円 6,400円

多目的室 1,200円 1,200円 1,600円 4,000円

工
作
室 

かわさき
 

 
600円 600円 800円 2,000円

高津  

料
理
室 

かわさき  
900円 900円 1,200円 3,000円

高津  

和
室 

かわさき  400円 400円 550円 1,350円

高津  600円 600円 800円 2,000円

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（川崎市福祉センター条例の一部改正） 

２ 川崎市福祉センター条例（昭和４９年川崎市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１号を次のように改める。 

⑴ 削除 

第４条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 削除 



第５条第１号を次のように改める。 

⑴ 削除 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

日進町老人福祉センターを移転し、地域交流センター事業を行うこととする

こと、その名称をかわさき老人福祉・地域交流センターに変更すること等のた

め、この条例を制定するものである。 


